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   徳島市農業委員会定例総会 議事録 

 

１ と き 
令和２年７月３１日（金） 開会 午後２時１５分             

令和元年９月２７日（金）   閉会 午後４時４５分 

２ ところ     徳島市役所 １３階 大会議室 

３ 議 長 会長 川人 泰博 

４ 出席者 

 

 

 
 

＜農業委員＞ 

  １番委員  井川  洋二   ２番委員  岸本  昇  ３番委員  天羽 俊文   

４番委員  野口  俊廣   ５番委員  大貝 美治   ６番委員  金澤 敬治  

７番委員   原田 和彦   ８番委員  久米 裕純   ９番委員  川人 泰博 

10番委員  佐々木永薫  11番委員  板東美佐緒 12番委員  品山 昌美   

13番委員  植田美惠子  14番委員  廣瀬 長一  15番委員  細川 勝義   

16番委員  谷川 興一 17番委員  鎌田 良昭  18番委員  政岡    茂    

19番委員  市岡 沙織 

＜農地利用最適化推進委員＞ 

１番委員   瀬畑 俊夫   ２番委員   安廣  貴明   ３番委員   佐野  泰弘 

   ５番委員    谷野   勝   ６番委員   桑野  欣伸    ７番委員  宮崎   学 

   ８番委員   中川  敏明   ９番委員   増井  孝重   １０番委員  安渕  和子 

１１番委員   松浦  義幸 １２番委員   森   政雄   １３番委員  坂東 賢二 

１４番委員   兼田  博行 １５番委員   笹田   孝   １６番委員 浦川  昌夫 

１７番委員   多田    孝 １８番委員   朝田 三郎 

５ 欠席者 農地利用最適化推進委員  ４番委員  宮本 隆美 

６ 欠 員 なし 

７ 議 事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議事日程 

１．農業委員・推進委員自己紹介 

２．委員研修「農業委員と農地利用最適化推進委員の業務等」 

議案 

(1) 農地関係議案 

付議案件 

第１号議案  保留案件の審議（農地法第５条許可）について 

第２号議案  農地法第３条の規定による許可申請の審議について 

第３号議案    農地法第４条の規定による許可申請の審議について 

第４号議案    農地法第５条の規定による許可申請の審議について 

第５号議案    農地転用の事業計画変更申請の審議について 

第６号議案  非農地証明願の審議について   

第７号議案  非農地通知の審議について 

第８号議案  相続税の納税猶予に関する適格者証明願の審議について 

第９号議案  相続税の免除予定事案に係る特例農地利用状況の確認について 

第１０号議案 農用地利用集積計画の承認について 

第１１号議案 農地転用事案に係る告発について 
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 報告事項 

(1)農地関係報告事項 

1. 農地法第３条の３第１項の規定に基づく権利取得の届出について 

2. 農地法第４条第１項第７号の規定による農地転用の届出について 

3. 農地法第５条第１項第６号の規定による農地転用の届出について 

4. 農地法第１８条第６項の処理について 

5. 農地の転用制限の例外（法第４条）による届出について 

6. 地目変更登記に係る照会に対する回答について 

7. 転用許可の取消（５条許可）について 
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令和 ２年 ７月 徳島市農業委員会総会 議事録 

（開会 午後２時１５分） 

事務局 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

それでは、農業委員会新体制での初めての定例総会を始めさせていただきます。議

事の進行は、徳島市農業委員会総会議事規則第３条の規定によりまして、会長又は総

会があらかじめ定める者が議長を務めますが、本日は会長に議事の進行をお願いいた

します。 

 

それでは、ただ今より議事を進行いたします。農業委員1９名全員の委員が出席し

ており会議が成立しておりますので、議事日程に基づき進めます。 

まず、「農業委員・推進委員自己紹介」を行いたいと思います。担当地区ごとに農

業委員・推進委員が混じった形で並んでおります。私と職務代理者３人の自己紹介の

後、農業委員１番の井川委員、次に推進委員１番の瀬畑委員というふうに並び順でお

願いいたします。1列目最後の野口委員の後は後ろの推進委員の佐野委員から左へ、

という形でお願いします。農業委員と推進委員の区分、担当地区、お名前、また栽培

品目等何か一言ございましたら、よろしくお願いいたします。 

 

～会長、会長職務代理者の後、順に席順で農業委員・推進委員自己紹介～ 

 

どうもありがとうございました。 それでは３年間、共に連携して業務を進めてま

いりましょう。よろしくお願いします。 

次に議事録署名者の指名でございますが、総会議事規則第１０条の規定により議長

が指名します。議席番号２番岸本昇委員と、議席番号１２番品山昌美委員の両名を指

名します。よろしくお願いします。 

続いて「委員研修」に移ります。「農業委員・農地利用最適化推進委員の業務等」

ということでございますが、新型コロナの対策もあり、今回簡略化して事務局からお

話しいただけるということでございます。よろしくお願いします。 

 

それでは研修をさせていただこうと思いますが、その前に事務局の紹介をいたしま

す。事務局には農政係と農地係がございます。業務の都合上農地係の係員の紹介につ

きましては、後程とさせていただきます。 

 

～事務局職員自己紹介～ 

 

それでは研修に入りたいと思います。 

 

～委員研修～ 

 

ありがとうございました。ただ今の説明に、御質問等あれば受けたいと思いますが、

何かございませんか。よろしいですか。 

それでは、特にないようですので研修を終了します。 

この後農地関係議案の審議に移りますが、一旦休憩をとりたいと思います。１０分

程休憩いただきまして、１５時１０分過ぎから開始しますので、よろしくお願いしま

す。 

 

 ～休憩～ 

 

それでは総会を再開します。農地関係議案の審議の前に、事務局の農地係の紹介を
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議長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

井川委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

お願いしたいと思います。 

 

～事務局職員（農地係）自己紹介～ 

 

ありがとうございました。 

それでは、これより各議案の審議に入りますが、議案各号ごとに採決しますので、

よろしくお願いいたします。では、第１号議案、保留案件の審議を開始します。それ

では、事務局より、議案の説明をお願いします。 

 

第１号議案、保留案件の審議について御説明します。議案書１ページを御覧下さい。 

１番の申請地は、公共投資の対象となっていない第２種農地に該当します。譲受人

は、再生可能エネルギー事業を営んでおり、地上権を設定し、太陽光発電施設に転用

するものです。また、一体利用地も含め、転用計画が大規模であるため、地区審査を

実施しました。この案件は、５月の総会開催の時点では、事業計画が不十分であった

ため、地元の農業委員からの指摘もあり、一旦保留となっていました。後日、事業計

画において指摘された問題点も解消され、その旨を示す添付書類の提出がありまし

た。問題点も解消したことから、農地法に規定されている立地基準および一般基準に

おいても、許可要件を満たしたと思われます。 

 第１号議案は以上１件で、田のみ１，０３６㎡です。転用目的の内訳は、その他施

設用地１，０３６㎡です。以上、御審議をよろしくお願いします。 

 

事務局からの説明は以上ですが、地区審査を行ったということですので、まず、実

際に審査にあたった委員さんより、御意見をいただきたいと思います。 

 それでは、多家良地区の井川委員さん、転用計画の内容等について、御心証などは

いかがでしたでしょうか。 

 

５月２８日の午前１０時から１番案件の地区審査を実施したので、報告します。参

加者は、私と岸本委員、石田推進委員、転用者側２名、事務局２名の７名です。 

申請対象の農地は、渋野小学校から東側の道路を挟んで隣接しており、第２種農地

に区分されるとのことです。今回の申請は、土地の所有者と譲受人との間で地上権を

設定して太陽光発電施設に転用しようとするものです。土地の造成については、現況

に、砕石を５ｃｍ程度敷き、その上にソーラーパネルを施工し、周囲にはフェンスを

設置するとのことです。排水については、雨水を地下浸透とし、大雨の際には、西側

の既設側溝に放流する計画です。また、地元土地改良区から意見書及び排水同意も提

出されているようです。地区審査時には、転用計画内に「周辺住民の理解を得る」と

謳われていたため、その点について確認したところ、十分に協議がされていませんで

した。以前から、反対運動も起こっている地域であることも考慮し、関係各所には十

分に説明し、理解を得ることを求めました。つい先日、関係者への説明を終え、理解

も得られた旨の書面が提出されたため、申請者が掲げている事業計画の条件を満たし

たと判断しました。 

結論として、今回の転用許可申請について、農地法上で許可となる条件を満たして

おり、周辺農地に対する被害防除措置についても問題無く、多家良地区の委員は、一

致して問題なしと判断しました。報告は以上です。よろしくお願いします。 

 

ありがとうございました。地区審査に参加された委員からの意見は以上ですが、そ

の他、本案件につきまして、申請地区の委員さん、他の委員の皆様、御意見・御質問 

はありませんか。 
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議長 
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 それでは、採決いたします。第１号議案の保留案件は、本案件を許可することに異

議はございませんか。 

 

異議なし。 

 

異議がないということですので、第１号議案については本案件を許可することに決

定いたしました。 

 では、第２号議案、農地法第３条の規定による許可申請の審議を開始します。それ

では、事務局より、議案の説明をお願いします。 

 

第２号議案、農地法第３条第１項の規定による許可申請の審議について御説明しま

す。議案書２ページを御覧下さい。全ての申請について法定の添付書類は整っており

ます。農地法第３条第２項各号の不許可要件に該当しているものは見受けられないと

思われます。耕作労力・農機具の保有状況等の問題は見受けられず、また、周辺への

支障・影響を生ずる要因は特に見受けられません。なお、許可の適否にあたり、不許

可の例外規定に該当するものや、特に注意すべき事項のある案件については、個別に

説明をさせていただきます。 

1番は、譲渡人から譲受人へ、相手方の要望による売買で、農地１筆の所有権が移

転されるものです。譲受人の耕作面積は許可後５１ａに至り、譲受人は対象地におい

て野菜の栽培を行うとのことです。 

2番は、譲渡人から譲受人へ、相手方の要望による売買で、農地４筆の所有権が移

転されるものです。譲受人の耕作面積は許可後１６６ａに至り、譲受人は対象地にお

いて、水稲の栽培を行うとのことです。 

3番は、譲渡人から譲受人へ、相手方の要望による売買で、農地３筆の所有権が移

転されるものです。譲受人の耕作面積は許可後１８５ａに至り、譲受人は対象地にお

いて、水稲の栽培を行うとのことです。 

4番は、譲渡人から譲受人へ、相手方の要望による売買で、農地７筆の所有権が移

転されるものです。譲受人の耕作面積は許可後２４１ａに至り、譲受人は対象地にお

いて、水稲の栽培を行うとのことです。 

5番は、譲渡人から譲受人へ、相手方の要望による売買で、農地５筆の所有権が移

転されるものです。譲受人の耕作面積は許可後２８０ａに至り、譲受人は対象地にお

いて、水稲の栽培を行うとのことです。 

6番は、譲渡人から譲受人へ、相手方の要望による売買で、農地１筆の所有権が移

転されるものです。譲受人の耕作面積は許可後６９ａに至り、譲受人は対象地におい

て、水稲の栽培を行うとのことです。 

7番は、譲渡人から譲受人へ、相手方の要望による売買で、農地１筆の所有権が移

転されるものです。譲受人の耕作面積は許可後１１２ａに至り、譲受人は対象地にお

いて、水稲の栽培を行うとのことです。 

8番は、譲渡人から譲受人へ、相手方の要望による売買で、農地２筆の所有権が移

転されるものです。譲受人の耕作面積は許可後１１３ａに至り、譲受人は対象地にお

いて、水稲の栽培を行うとのことです。 

９番は、譲渡人から譲受人へ、経営移譲年金受給のため、農地１３筆に使用貸借権

を設定するものです。譲受人の耕作面積は許可後も変わらず１３０ａに至り、譲受人

は対象地において、水稲や野菜の栽培を行うとのことです。 

１０番は、譲渡人から譲受人へ、労力不足による経営縮小による売買で、農地２筆

の所有権が移転されるものです。譲受人の耕作面積は許可後６２ａに至り、譲受人は

対象地において、水稲の栽培を行うとのことです。 
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議長 

 

 

 

 

 

全委員 

 

議長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１番は、譲渡人から譲受人へ、相手方の要望による売買で、農地１筆の所有権が

移転されるものです。譲受人の耕作面積は許可後５９ａに至り、譲受人は対象地にお

いて、水稲の栽培を行うとのことです。 

１2番は、譲渡人から譲受人へ、相手方の要望による売買で、農地１筆の所有権が

移転されるものです。譲受人の耕作面積は許可後７４ａに至り、譲受人は対象地にお

いて、水稲の栽培を行うとのことです。 

１3番は、同一世帯の譲渡人から譲受人へ、贈与により農地１筆の持分が移転され

るものです。譲受人の耕作面積は許可後も変わらず、１２３aに至り、譲受人は対象

地において、甘藷の栽培を行うとのことです。 

１4番は、同一世帯の譲渡人から譲受人へ、贈与により農地１筆の持分が移転され

るものです。譲受人の耕作面積は許可後も変わらず、１２３aに至り、譲受人は対象

地において、甘藷の栽培を行うとのことです。 

１5番は、譲渡人から譲受人へ、労力不足による経営縮小による売買で、農地１筆

の所有権が移転されるものです。譲受人の耕作面積は許可後２８３ａに至り、譲受人

は対象地において、牧草の栽培を行うとのことです。 

第２号議案は以上１5件で、対象地は、田３０,７５５㎡、畑６，０５５㎡、 

計３６,８１０㎡です。です。御審議をよろしくお願いします。 

 

事務局からの説明は以上ですが、全案件につきまして、申請地区の委員さん、他の

委員の皆様、御意見、御質問はありませんか。 

それでは、御発言が無いようですので採決いたします。 

第２号議案の農地法第３条の規定による許可申請は、全案件を許可することに異議

はございませんか。 

 

異議なし。 

 

異議がないということですので、第２号議案については全案件を許可することに決

定いたしました。 

それでは、次の議案の審議に移ります。第３号議案、農地法第４条の規定による許

可申請の審議を開始します。それでは、事務局より、議案の説明をお願いします。 

 

 第３号議案、農地法第４条の規程による許可申請の審議について御説明します。 

議案書５ページを御覧下さい。まず、本申請について法定の添付書類は整っています。 

１番の申請地は、公共投資の対象となっていない第２種農地に該当し、申請人は、

所有する農地を、露天駐車場に転用するものです。 

２番の申請地は、公共投資の対象となっていない第２種農地に該当し、申請人は、

所有する農地を、農業用資材置場に転用するものです。 

３番の申請地は、公共投資の対象となっていない第２種農地に該当し、申請人は、

所有する農地を、庭園及び倉庫に転用するものです。また、本件は、追認案件であり、 

農地法の手続きをとらなかったことを反省する始末書の提出があります。 

４番の申請地は、公共投資の対象となっていない第２種農地に該当し、申請人は、

平成２７年に転用許可を受けて太陽光パネルを設置し、その下部の農地で耕作する、

いわゆる営農型太陽光発電施設を管理していましたが、作物の収量の実績が乏しいた

め、耕作をやめ、全面積を通常の太陽光発電施設として永久転用に切替えるものです。 

５番の申請地は、公共投資の対象となっていない第２種農地に該当し、登記上の地

目は原野となっていますが、農地台帳に記載があったため、申請に至ったものです。

本件は申請人自身が居住する住宅敷地に転用するものです。また、本件は、追認案件
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であり、農地法の手続きをとらなかったことを反省する始末書の提出があります。 

以上の案件につきましては、農地法に規定されている立地基準及び一般基準におい

ても、許可要件を満たしているものと思われます。また、転用目的が駐車場・資材置

場となっている案件は、太陽光設備認定をとっていないことを確認済みです。 

第３号議案は以上５件で、田が１，５７８㎡、畑が５４４．９６㎡、その他９０㎡

です。転用目的の内訳は、住宅用地６０３．９６㎡、駐車場・資材置場４９０㎡、 

その他施設用地１，１１９㎡です。以上、御審議をよろしくお願いします。 

 

事務局からの説明は以上ですが、全案件につきまして、申請地区の委員さん、他の

委員の皆様、御意見、御質問はありませんか。 

それでは、御発言が無いようですので採決いたします。 

第３号議案の農地法第４条の規定による許可申請は、全案件を許可することに異議

はございませんか。 

 

異議なし。 

 

異議がないということですので、第３号議案については全案件を許可すること決定

いたしました。 

続きまして、第４号議案、農地法第５条の規定による許可申請の審議を開始します。

それでは、事務局より、議案の説明をお願いします。 

 

第４号議案、農地法第５条の規程による許可申請の審議について御説明します。ま

ず、４番案件についてですが、事業計画が不十分であるため、保留とさせて頂きます。 

それでは、議案書６ページからを、御覧下さい。まず、全ての申請について法定の

添付書類は整っています。 

１番の申請地は、公共投資の対象となっていない第２種農地に該当します。譲受人

は、賃貸借権を設定し、太陽光発電施設に転用するものです。 

２～３番は、譲受人が同一であるため合わせて説明します。申請地は公共投資の対

象となっていない第２種農地に該当します。譲受人は自動車販売業を営んでおり、賃

貸借権を設定し、露天駐車場に転用するものです。 

５番の申請地は、公共投資の対象となっていない第２種農地に該当します。譲受人

は、不動産業を営んでおり、所有権を移転し、露天貸車両置場に転用するものです。

また、現地はすでに転用行為が行われており、このたびの申請について、農地法の手

続きを取らなかったことを反省する旨の始末書の提出があります。 

６番の申請地は、公共投資の対象となっていない第２種農地に該当します。譲受人

は、建設コンサルタント業務を営んでおり、所有権を移転し、従業員用の露天駐車場

に転用するものです。 

７番の申請地は、公共投資の対象となっていない第２種農地に該当します。譲受人

と譲渡人は親子関係になり、使用貸借権を設定し、世帯分離住宅に転用するものです。 

８番の申請地は、公共投資の対象となっていない第２種農地に該当します。譲受人

は、一般廃棄物の収集運搬業を営んでおり、所有権を移転し、作業車両及び従業員用

の露天駐車場に転用するものです。 

９番の申請地は、公共投資の対象となっていない第２種農地に該当します。譲受人

は、不動産業を主とする傍ら、自動車販売業を営んでおり、所有権を移転し、露天駐

車場に転用するものです。 

１０～１１番は、譲受人が同一であるため合わせて説明します。申請地は公共投資

の対象となっていない第２種農地に該当します。譲受人は使用貸借権を設定し、露天
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駐車場に転用するものです。また、現地はすでに転用行為が行われており、このたび

の申請について、農地法の手続きを取らなかったことを反省する旨の始末書の提出が

あります。 

１２番の申請地は公共投資の対象となっている甲種農地に該当しますが、集落接続

の例外規定に該当し、農地を分断する恐れはありません。譲受人は同じ町内で土木建

築業をしており、賃貸借権を設定し、露天資材置場に転用するものです。 

１３番の申請地は公共投資の対象となっている甲種農地に該当しますが、集落接続

の例外規定に該当し、農地を分断する恐れはありません。譲受人は同じ町内で土木建

築業をしており、賃貸借権を設定し、露天資材置場に転用するものです。 

１４番の申請地は公共投資の対象となっている、第１種農地に該当しますが、集落

接続の例外規定に該当し、農地を分断する恐れはありません。譲受人は同じ町内で建

築工事機械の賃貸業をしており、所有権を移転し、露天重機置場に転用するものです。 

１５番の申請地は、公共投資の対象となっていない第２種農地に該当します。譲受

人は、太陽光発電事業を営んでおり、所有権を移転し、太陽光発電施設に転用するも

のです。 

１６～１７番は、譲受人が同一であるため合わせて説明します。申請地は公共投資

の対象となっていない第２種農地に該当します。譲受人は塗装工事業を営んでおり、

所有権を移転し、露天資材置場に転用するものです。 

１８番の申請地は、公共投資の対象となっていない第２種農地に該当します。譲受

人は、１５番と同じ業者で、所有権を移転し、太陽光発電施設に転用するものです。 

１９番の申請地は、公共投資の対象となっている甲種農地に該当しますが、集落接

続の例外規定に該当し、農地を分断する恐れはありません。譲受人と譲渡人は親子関

係になり、使用貸借権を設定し、世帯分離住宅に転用するものです。 

２０番の申請地は、公共投資の対象となっていない第２種農地に該当します。譲受

人は、所有権を移転し、看板用地として転用するものです。また、現地はすでに譲渡

人により転用行為が行われており、このたびの申請について、農地法の手続きを取ら

なかったことを反省する旨の始末書の提出があります。 

２１番の申請地は、公共投資の対象となっていない第２種農地に該当します。譲受

人は、不動産業を営んでおり、所有権を移転し、土木建築業者への露天貸資材置場に

転用するものです。 

２２番の申請地は、公共投資の対象となっていない第２種農地に該当します。譲受

人は、同じ町内で建築業を営んでおり、賃貸借権を設定し、露天資材置場に転用する

ものです。 

２３～２４番は、譲受人が同一であるため合わせて説明します。申請地は、公共投

資の対象となっていない第２種農地に該当します。譲受人は不動産業を営んでおり、

所有権を移転し、土木業者への露天貸資材置場に転用するものです。 

２５番は、公共投資の対象となっている第１種農地に該当しますが、集落接続の例

外規定に該当し、農地を分断する恐れはありません。譲受人と譲渡人は親子関係にな

り、使用貸借権を設定し、世帯分離住宅に転用するものです。 

以上の案件につきましては、農地法に規定されている立地基準および一般基準にお

いても、許可要件を満たしているものと思われます。また、転用目的が、資材置場・

駐車場となっている案件については、太陽光設備認定をとっていないことを確認済で

あり、転用規模が大規模である２～３番と５番、そして１２～１７番、さらに２２～

２４番までの計１２の案件については地区審査を実施しました。 

第４号議案は、全２５件で保留が１件、地目は、田が、２０，０９５．０５㎡、畑

が４４７㎡で合計２０，５４２．０５㎡です。転用目的の内訳は、住宅用地 

６７９．０５㎡、駐車場・資材置場１７，６５０㎡、その他施設用地２，２１３㎡で
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議長 

す。以上で説明を終わります。御審議をよろしくお願いします。 

 

 事務局からの説明は以上ですが、複数の案件で地区審査を行ったということですの

で、まず、実際に審査にあたった委員さんより、御意見をいただきたいと思います。 

 それでは、２～３番、５番案件の地区審査に参加していただいた、勝占地区の天羽

委員さん、転用計画の内容等について、御心証などはいかがでしたでしょうか。 

 

 今月１６日、午後１時半より、２～３番案件及び５番案件で地区審査を実施したの

で、報告します。参加者は、野口委員、岸野推進委員、大平推進委員と私の委員４名、

転用者側は２～３番では１名、５番では２名、事務局２名です。 

まず、２、３番案件ですが、申請対象の農地は、方上小学校から南西へ約６５０ｍ

に位置しており、第２種農地に区分されるとのことです。今回の申請について、土地

の所有者と譲受人との間で賃貸借権を設定して、露天資材置場に転用しようとするも

のです。造成については、申請地の高さを進入路に近づけるため、約２ｍ造成し、敷

地全体の周辺から緩い勾配の土羽付けとする計画です。排水については、地元の水路

管理者から排水同意書が提出され、地元土地改良区の受益地ではないため、上申書が

提出されています。 

次に５番案件ですが、申請対象の農地は、ＪＡ徳島市勝占支所から西へ約２００ｍ

に位置しており、第２種農地に区分されるとのことです。今回の申請について、土地

の所有者と譲受人との間で所有権を移転して、露天貸車両置場に転用しようとするも

のです。排水については、雨水を地下浸透とし、地元土地改良区から排水同意書及び

意見書が提出されています。 

結論として、今回の全ての申請について、農地法上で許可となる条件を満たしてお

り、勝占地区の委員は、一致して、問題なしと判断しました。報告は以上です。よろ

しくお願いします。 

 

 ありがとうございました。続きまして、１２～１４番案件の地区審査に参加してい

ただいた、国府地区の谷川委員さん、転用計画の内容等について、御心証などはいか

がでしたでしょうか。 

 

今月２１日の午前１０時から１２～１３番案件の地区審査を実施したので報告し

ます。参加者は、私と転用者側１名、事務局３名の５名です。 

申請対象の農地は、国府中学校から北東へ約１ｋｍに位置しており、甲種農地に区

分されるとのことです。転用目的は、資材置場であり、土地の造成については、隣接

する市道より高くならないように現状のまま整地します。排水については、雨水のみ

で、自然浸透および既設水路で処理する計画です。 

続いて、１４番案件について報告します。今月２１日の１０時３０分から実施し、

参加者は、私と転用者側４名、事務局３名の８名です。申請対象の農地は、国府小学

校から南西へ約１．３ｋｍに位置しており、１種農地に区分されるとのことです。転

用目的は、重機置場であり、土地の造成については、整地後に砂利を敷き、進入路部

分は、重機に耐えられる床板およびスロープを設置します。排水については、雨水の

みで、自然浸透および既設水路で処理する計画です。 

結論として、今回の転用許可申請については、農地法上での許可条件を満たしてい

るため、国府地区の委員として、問題は無いと判断しました。報告は以上です。よろ

しくお願いします。 

 

 ありがとうございました。続きまして１５～１７番と２２～２４番案件の地区審査
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に参加していただいた、南井上地区の鎌田委員さん、転用計画の内容等について、御

心証などはいかがでしたでしょうか。 

 

 今月２１日に６つの案件の地区審査を実施したので報告します。参加者は私と事務

局２名と転用者側になります。 

まず、１５番の農地は、南井上学校から南へ約１ｋｍに位置しており、２種農地に

区分されるとのことです。転用目的は、太陽光発電施設であり、土地の造成について

は、現状のまま整地し、全体に防草シートを敷きます。排水は、雨水のみで、自然浸

透で処理する計画です。 

１６～１７番の農地は、南井上学校から西へ約１ｋｍに位置しており、２種農地に

区分されるとのことです。転用目的は、資材置場であり、土地の造成については、道

路高まで盛土したあとに、転圧し、新しく擁壁を設置します。排水は、雨水のみで、

自然浸透で処理する計画です。 

２２番の農地は、南井上学校から南へ約１ｋｍに位置しており、２種農地に区分さ

れるとのことです。転用目的は、資材置場であり、土地の造成については、既設の擁

壁を利用し、現状のまま整地します。排水は、雨水のみで、自然浸透および既設水路

で処理する計画です。 

２３～２４番の農地は、南井上学校から南へ約１ｋｍに位置しており、２種農地に

区分されるとのことです。転用目的は、貸資材置場であり、土地の造成については、

道路高まで４０ｃｍほど盛土し、隣接する里道の通行の妨げにならないように造成し

ます。排水は、雨水のみで、自然浸透および既設水路で処理する計画です。 

結論として、今回の転用許可申請については、農地法上での許可条件を満たしてい

るため、南井上地区の委員として、問題は無いと判断しました。報告は以上です。よ

ろしくお願いします。 

 

 ありがとうございました。地区審査に参加された委員からの意見は以上ですが、そ

の他、全案件につきまして、申請地区の委員さん、他の委員の皆様、御意見・御質問

はありませんか。 

それでは、御発言が無いようですので採決いたします。 

第４号議案の農地法第５条の規定による許可申請は、４番を保留とし、１４番を許

可相当として県に諮問し、残る２３件を許可することに異議はございませんか。 

 

異議なし。 

 

 異議がないということですので、第４号議案については４番を保留とし、１４番を

許可相当として県に諮問し、残る２３件を許可することに決定いたしました。 

続きまして、次の議案の審議に移ります。第５号議案、農地転用の事業計画変更申

請の審議について、を開始します。それでは事務局より、議案の説明をお願いします。 

 

 第５号議案、農地転用の事業計画変更申請の審議について御説明します。議案書 

１０ページを御覧下さい。 

１番は、令和元年１０月１日付で許可を受けていたものです。当初の転用目的は「太

陽光発電施設」でしたが、転用目的を「太陽光発電施設及び露天貸駐車場」に変更す

るため、事業計画を練り直し、申請されたものです。立地基準については、公共投資

の対象となっていない第２種農地に該当します。一般基準についてですが、全体面積

の内１，０１２．６７㎡を利用して、ソーラーパネル１９９枚、出力４９．５０ｋW

規模の太陽光発電施設とし、残りの３６０．３３㎡を利用して露天貸駐車場とする計
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画です。この度の計画に必要な資金については、全額を自己資金とする証明書の提出

が有ります。また、隣接農地への被害防除措置についても問題は見受けられませんが、

現地の太陽光発電施設の計画については、既に実施されており、露天貸駐車場につい

ては、今後着手予定です。 

第５号議案は、以上１件で、田のみ１，３７３㎡です。転用目的の内訳は、その他

施設用地１，３７３㎡です。以上、御審議をよろしくお願いします。 

 

事務局の説明は以上ですが、本案件につきまして、申請地区の委員さん、他の委員

の皆様、御意見、御質問はありませんか。 

それでは、御発言が無いようですので採決いたします。 

第５号議案の農地転用の事業計画変更申請の審議については、本案件を承認するこ

とに異議はございませんか。 

 

 異議なし。 

 

 異議がないということですので、第５号議案については、本案件を承認することに

決定いたしました。続きまして、次の議案の審議に移ります。第６号議案、非農地証

明願の審議について、を開始します。それでは事務局より、議案の説明をお願いしま

す。 

 

それでは第６号議案、非農地証明願の審議について御説明いたします。議案書１１

ページ御覧下さい。 

１番の申請地は、徳島市川内南小学校から南へ約８０ｍに位置しており、公共投資

の対象となっていない第２種農地に区分されます。対象地は、昭和５１年新築の居宅

及び昭和５７年新築の納屋があり、現在も住宅敷地として利用されています。農地と

して機能していない状態が継続しており、非農地化の確認資料としましては、平成８

年４月１３日撮影の航空写真があり、現地が非農地化していることを現地調査でも確

認しております。 

第６号議案は以上１件で、対象地は畑２９４㎡です。以上で説明を終わります。御

審議をよろしくお願いします。 

 

事務局の説明は以上ですが、本案件につきまして、申請地区の委員さん、他の委員

の皆様、御意見、御質問はありませんか。 

それでは、御発言が無いようですので採決いたします。 

第６号議案の非農地証明願の審議については、本案件を証明することに異議はござ

いませんか。 

 

異議なし。 

 

異議がないということですので、第６号議案については、本案件を議案書のとおり

証明することに決定いたしました。 

それでは、次の議案の審議に移ります。第７号議案、非農地通知の審議について、

を開始します。それでは事務局より、議案の説明をお願いします。 

 

第７号議案、非農地通知の審議について御説明いたします。議案書１２ページを御

覧下さい。 

１番の対象地は、徳島市飯谷公民館から東に約２ｋｍに位置する第２種農地で、今
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月１５日に、地元の委員３名と事務局２名で状況を確認しております。現況は、人が

進入することもできないほど雑木等が繁茂し、農業用機械による耕起・整地が困難で

あることから、農地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難な状態であると

認められます。また周辺は、山林が多く、非農地判定による周辺農地への被害発生の

おそれは小さいと思われます。 

第７号議案は、以上１件で対象地は田が１，２２７㎡、畑が１８５㎡で合計 

１，４１２㎡です。御審議をよろしくお願いします。 

 

 事務局の説明は以上ですが、本案件につきまして、申請地区の委員さん、他の委員

の皆様、御意見、御質問はありませんか。 

それでは、御発言が無いようですので採決いたします。 

第４号議案の非農地通知の審議については、本案件を議案書のとおり非農地と承認

することに異議はございませんか。 

 

異議なし。 

 

異議がないということですので、第７号議案については、本案件を議案書のとおり

非農地と承認することに決定いたしました。 

なお、この議決により、所有者及び関係各所に非農地通知を送付することになりま

す。 

それでは、次の審議に移ります。第８号議案、相続税の納税猶予に関する適格者証

明願の審議について、を開始します。事務局より、議案の説明をお願いします。 

 

 

第８議案、相続税の納税猶予適格者証明願の審議について、説明させていただきま

す。議案書１３ページを御覧下さい。今月の申請は１件です。対象地及び相続関係を

示す資料等の添付書類は整っています。 

１番は、令和●年●月●●日に相続が発生し、被相続人の子が猶予を受けようとす

るものです。対象地は全て、全面積が継続して耕作状態にあります。 

第８号議案は１件で、対象地は田のみ、●●●㎡となっています。御審議をよろし

くお願いします。 

 

事務局の説明は以上ですが、本案件につきまして、申請地区の委員さん、他の委員

の皆様、御意見、御質問はありませんか。 

それでは、御発言が無いようですので採決いたします。 

第８号議案の相続税の納税猶予に関する適格者証明願の審議については、本案件を

議案書のとおり承認することに異議はございませんか。 

 

異議なし。 

 

異議がないということですので、第８号議案については本案件を議案書のとおり承

認することに決定いたしました。 

それでは、次の議案の審議に移ります。第９号議案、相続税の免除予定事案に係る

特例農地利用状況の確認について、を開始します。事務局より議案の説明をお願いし

ます。 

 

第９号議案、相続税の免除予定事案に係る特例農地利用状況の審議について御説明
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します。議案書１４ページからを御覧下さい。 

１番は、平成●●年●●月●●日に相続が発生し、相続税の納税猶予を受けていた

ものです。 

２番は、平成●●年●●月●●日に相続が発生し、相続税の納税猶予を受けていた

ものです。 

３番は、平成●●年●●月●●日に相続が発生し、相続税の納税猶予を受けていた

ものです。 

４番は、平成●●年●●月●●日に相続が発生し、相続税の納税猶予を受けていた

ものです。 

対象地の一部は全て、納税猶予申告時と同じく農地として利用されております。 

第９号議案は、以上４件で、税務署に報告しようとするものです。対象地の面積は

田●●●㎡、畑●●●㎡、その他●●●㎡で、計●●●㎡です。御審議をよろしくお

願いします。 

 

事務局の説明は以上ですが、本案件につきまして、申請地区の委員さん、他の委員

の皆様、御意見、御質問はありませんか。 

それでは、御発言が無いようですので採決いたします。 

第９号議案の続税の免除予定事案に係る特例農地利用状況の審議については、本案

件を議案書のとおり承認することに異議はございませんか。 

 

異議なし 

 

異議がないということですので、第９号議案については本案件を議案書のとおり承

認することに決定いたしました。 

それでは、次の審議に移ります。第１０号議案、農用地利用集積計画の承認につい

て、の審議を開始します。なお、本号の審議に先立ち、委員が関係者となる案件が含

まれております。農業委員会法第３１条第１項に定める、議事参与の制限の規定に基

づき、天羽俊文委員、板東美佐緒委員、政岡 茂委員、に御退席をお願いいたします。 

なお、審議終了後に、入室・着席をさせていただきます。 

それでは事務局より、議案の説明をお願いします。 

 

第１０号議案、農用地利用集積計画の承認について御説明します。議案書１７ペ

ージを御覧下さい。全ての申請について、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項

に定める、利用権設定に関する要件はすべて満たしていると思われます。 

まず今月の１３～１４番案件ですが、設定しようとする所在地が市街化区域だっ

たため、取り下げ削除となりました。 

設定しようとする土地での地区別の内訳は、１番が勝占地区・１筆・１件、２～

３番が上八万地区・５筆・２件、４番が入田地区・３筆・１件、５番が不動地区・

４筆・１件、６～８番が応神地区・６筆・３件、９～１２番が川内地区・６筆・４

件、１５～１６番が国府地区・３筆・２件、１７～１８番が南井上地区・７筆・２

件、１９～２１番が北井上地区・１０筆・３件となっております。 

利用権設定については以上で、１３～１４案件が削除となったため、新規設定が

７件、再設定が１２件で合計１９件となり、そのうち、賃貸借権が７件、使用貸借

権が１２件になります。 

地目は、田が１７筆２０，８８４㎡となり、畑２８筆３０，７０８㎡の合計４５

筆５１，５９２㎡となります。 

続きまして、所有権移転について御説明します。議案書２０ページを御覧下さい。 
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本案件は、譲渡人から譲受人へ売買により所有権が移転されるものです。耕作労

力・農機具の保有状況等に問題は見受けられず、周辺への支障・影響を生ずる要因

も特に見受けられません。 

１番の譲受人の耕作面積は、取得後４３４ａに至るものであり、取得後には対象

地において野菜の栽培を行うとのことです。 

２番の譲受人の耕作面積は、取得後２０５ａに至るものであり、取得後には対象

地において牧草の栽培を行うとのことです。 

所有権移転については、以上２件で畑１０筆、１１，７４０．３７㎡となります。 

第１０号議案の農用地利用集積計画の承認についての説明は以上です。御審議を

よろしくお願いします。 

 

事務局からの説明は以上ですが、全案件につきまして、 申請地区の委員さん、他

の委員の皆様、御意見、御質問はありませんか。 

それでは、御発言が無いようですので採決いたします。 

第７号議案の農用地利用集積計画の承認については、１３～１４番を除く全案件

を承認することに異議はございませんか。 

 

異議なし。 

 

異議がないということですので、第７号議案については、１３～１４番を除く全案

件を議案書のとおり承認することに決定いたしました。 

参与制限により退席しています委員が、着席するまでお待ちください。 

以上で付議案件の審議を終了します。続いて、事務局より報告事項の説明をお願い

します。 

 

報告事項について御説明します。  

議案書２１ぺージを御覧下さい。１番は、農地法第３条の３第１項の規定に基づく

権利取得の届出です。１件受理しました。 

２２ぺージを御覧下さい。２番は、農地法第4条第１項第7号の規定による農地

転用の届出です。３件受理しました。 

２３ページを御覧下さい。３番は、農地法第5条第１項第6号の規定による農地

転用の届出です。７件受理しました。 

２５ページを御覧下さい。４番は、農地法第 18 条第 6 項の処理です。２件受理

しました。 

２６ページを御覧下さい。５番は、農地の転用制限の例外（法第４条）による届出

です。１件受理しました。 

２７ページを御覧下さい。６番は、地目変更登記に係る照会に対する回答について

です。２件回答しました。 

２８ページを御覧下さい。７番は、転用許可の取消（５条許可）についてです。１

件取消しました。 

報告事項の説明については以上です。 

 

報告は以上ですが、何か御意見等はございませんか。 

続きまして、農地関係の第１１号議案 農地転用事案にかかる告発についての審議

を開始します。それでは事務局の説明をお願いします。 

 

説明 
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事務局からの説明は以上ですが、本案件につきまして、対象地区の委員さん、他の

委員の皆様、御意見、御質問はありませんか。 

 

私が推進委員になる前、傍から農業委員会を見ていた時に感じたことですが、地元

の川内地区でも市街化調整区域の農地を宅地にするために資材置場とか、回り道をし

て何年か後には、青地の農地が宅地になっているケースがいっぱいあります。また、

先に農地に倉庫や家を建て、何年も建っているからということで、後で宅地に変える

というのもおかしい話です。相続税の納税猶予の件でも、相続をした時に農業を続け

るといいながら、実際は耕作しておらず、猶予の対象になるのか疑問に思うことがあ

ります。このことからみても農業委員会は、なめられているんじゃないかなと思いま

した。ですから、農業委員会としては、こういう問題に対し、毅然とした態度をとる

べきであると感じました。以上です。 

 

ありがとうございました。農業委員会としても過去に、一日で農地が埋め立てられ

た事案が発生し、何度も審議したこともございました。農業委員会としてなめられま

すので、先日の役員会でも告発はやむを得ないとの意見をいただいているところです

が、事務局として先程の御意見について説明等がありましたらお願いします。 

 

先程の御意見ですが、確かにそういう方法で貴重な農地が転用されていっている事

実がありますが、今回の件とは区別しなければいけいない部分がございます。 

農地法に基づく手続きに従って転用されたものについては、ケースバイケースです

が、農地法の手から離れてしまったものについては、今の規定では仕方がないところ

もあるということを御理解いただけたらと思います。 

 

このままにしておきますと、農業委員会としてこの先いろいろな問題が出てまいり

ます。７月２０日の役員会でも本事案を見逃すわけにはいかないということで意見が

一致しており、顧問弁護士にも相談をかけておりますので、告発する形で動いてよろ

しければ全員一致で動くことでみなさんに諮りたいと思いますが、どうでしょうか。 

 

役員会での意見を尊重します。 

 

よろしいでしょうか。 

 

異議なし。 

 

それでは、みなさんからの意見がありましたので、本案件については告発すること

で御理解いただけたらと思います。よろしくお願いいたします。 

それでは、以上をもちまして、令和２年７月徳島市農業委員会総会を閉会いたしま

す。ありがとうございました。 

（午後４時４５分） 

 


